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蒲郡市幸田町衛生組合議会臨時会会議録  
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午後３時14分 開会 

○千賀保幸所長 引き続きまして、これより、令和５年７月蒲郡市幸田町衛生組合議会臨時会を開会い

たします。改選後初めての議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の

規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 

 出席議員中、幸田町の藤江徹議員が年長の議員であります。 

 藤江徹議員、よろしくお願いいたします。 

○藤江徹臨時議長 ただいま御紹介いただきました藤江徹でございます。地方自治法第１０７条の規定

により、臨時議長の職務を務めさせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 これより、令和５年７月蒲郡市幸田町衛生組合議会臨時会を開会いたします。 

 会議に先立ち、管理者より臨時会招集について挨拶がございます。 

 管理者。 

○鈴木寿明管理者 本日は、組合議会７月臨時会をお願いいたしましたところ、議員の皆様方におかれ

ましては、公私ともに御多忙の中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 本衛生組合が実施しております「し尿処理事業」と「火葬場事業」は、いずれも蒲郡市と幸田町の皆

様に快適な生活を送っていただくために非常に大切な事業であると思っております。 

 「清幸園衛生処理場」につきましては、処理方法を変更するまでの間、引き続き計画的に修繕を行い、

事故等なく安定的な運営に努めてまいります。 

 「セレモニーホールとぼね」につきましては、供用開始からまもなく７年が経過いたしますが、大き

な問題もなく運営することができております。ことしの５月８日に、感染法上の５類に移行された新型

コロナウイルス感染症に対しても、国が示すガイドラインを遵守しながら適切に運営をしているところ

でございます。これもひとえに皆様方の御高配の賜物と、心から感謝を申し上げます。 

 本臨時会には「蒲郡市幸田町衛生組合監査委員の選任について」の１件を提案させていただいており

ます。詳細につきましては、事務局より御説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りま

すようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○藤江徹臨時議長 これより会議を開きます。この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

 仮議席は、ただいま御着席の議席を指定いたします。 

                       ○                        

    日程第１ 議長の選挙 

○藤江徹臨時議長 それでは、日程第１「議長の選挙」を行います。 

 選挙の方法についてお諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤江徹臨時議長 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 臨時議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○藤江徹臨時議長 御異議なしと認めます。よって、臨時議長において指名することに決しました。 

 議長に青山義明議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま臨時議長において指名いたしました青山義明議員を議長の当選人と定めることに、御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤江徹臨時議長 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました青山義明議員が議長に

当選いたしました。 

 ただいま当選されました青山義明議員が議場にみえますので、会議規則第２１条第２項の規定により、

この場から告知いたします。 

 議長に当選されました青山義明議員の御挨拶がございます。 

 新議長。 

○青山義明議長 はい。ただいま議長に御推挙いただきまして、大変ありがたく、そしてまた、緊張し

ておるところでございます。当組合につきましては、両市町の環境に大きな役割を担っておりますので、

この当組合が円満に運営できますように心よりお願いいたしまして、御挨拶にかえさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

○藤江徹臨時議長 皆様の御協力によりまして、無事、新議長が決まりましたので、これで交代させて

いただきます。 

 どうもありがとうございました。 

                       ○                        

    日程第２ 議席の指定 

○青山義明議長 それでは、日程第２「議席の指定」を行います。議席は、会議規則第３条第１項の規

定により、抽選で定めることになっておりますが、あらかじめ抽選により仮議席が決めてありますので、

ただいま御着席の仮議席を議席と決定いたします。 

                       ○                        

    日程第３ 会議録署名議員の指名 

○青山義明議長 次に、日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第４９条の規定により、議長において１番 松本忠明議員、２番 鈴木

基夫議員を指名いたします。 

                       ○                        

    日程第４ 会期の決定 

 次に、日程第４「会期の決定」を行います。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○青山義明議長 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

                       ○                        

    日程第５ 副議長の選挙 
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○青山義明議長 次に、日程第５「副議長の選挙」を行います。 

 選挙の方法についてお諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○青山義明議長 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○青山義明議長 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 副議長に藤江徹議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました藤江徹議員を副議長の当選人と認めるこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○青山義明議長 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました藤江徹議員が副議長に当

選いたしました。 

 ただいま副議長に当選されました藤江徹議員が議場にみえますので、会議規則第２１条第２項の規定

により、この場から告知いたします。 

 副議長に当選されました藤江徹議員の御挨拶があります。 

 新副議長。 

○藤江徹副議長 ただいま副議長に指名されました藤江徹でございます。当組合は、蒲郡、幸田、両市

町の協力のもとに運営されてきておりますので、今年度もこの組合が健全に運営できますよう、微力で

はございますが力を尽くしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

                       ○                        

    日程第６ 第７号議案 蒲郡市幸田町衛生組合監査委員の選任について 

○青山義明議長 次に、日程第６「第７号議案 蒲郡市幸田町衛生組合監査委員の選任について」を議

題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、藤田裕喜議員の退席を求めます。 

〔藤田裕喜議員の退席〕 

○青山義明議長 事務局の説明を求めます。 

 所長。 

○千賀保幸所長 第７号議案「蒲郡市幸田町衛生組合監査委員の選任について」を御説明申し上げます。 

 本案は、議員の改選に伴い、議員選出の監査委員として藤田裕喜氏、蒲郡市三谷北通五丁目６２番地、

昭和５７年９月３０日生まれを選任いたしたく、組合規約第７条第２項の規定により、議会の同意を求

めるため御提案申し上げるものでございます。 

 よろしく御賛同賜りますよう、お願いをいたします。 

○青山義明議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○青山義明議長 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○青山義明議長 ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより、第７号議案「蒲郡市幸田町衛生組合監査委員の選任について」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○青山義明議長 起立全員であります。よって、第７号議案は原案のとおり同意することに決しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（藤田裕喜議員 復席） 

○青山義明議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 以上で、本臨時会の予定全部を議了いたしましたので、閉会にあたり、管理者から挨拶があります。 

 管理者。 

○鈴木寿明管理者 一言お礼の挨拶を申し上げます。 

 ただいま御提案をさせていただきました案件につきましては、円滑に御決定をいただきまして誠にあ

りがとうございました。 

 議員の皆様方におかれましては、蒲郡市と幸田町の発展と、そして、地域住民の福祉向上のために御

尽力ただいているところでございます。 

 先ほど概要の説明にもございましたが、昭和３８年４月１８日の設立とあります。これでちょうど４

月１８日でですね、６０年を迎えたわけでございます。この歴史ある蒲郡市幸田町衛生組合をですね、

今後につきましても、引き続きの御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 終わりにあたりまして、議員の皆様におかれましては、これから暑くなってまいりますが熱中症に御

注意いただきながら、また、健康に御留意の上、今後のますますの御活躍と、そして、蒲郡市と幸田町

のさらなる発展を祈念いたしまして、お礼の挨拶とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○青山義明議長 これをもって、蒲郡市幸田町衛生組合議会７月臨時会を閉会いたします。 

 大変ありがとうございました。 

午後３時27分 閉会 
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